
学校法人 九里学園

理事会 御中

独立監査人の監査報告書

三田村典昭公認会計士事務所

東京都港区

中和有限責任監査法人

東京都港区

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員

令和 8年 6月 8日

公認会計士 >孝 丁―て い業キ 癖

徒佐ゑ紅公認会計士

<計算関係書類監査>

計算関係書類に対する監査意見

私たちは、私立学校法第 104条第 2項に基づき、学校法人九里学園の令和 7年度 (令和 7年

4月 1日 から令和 8年 3月 31日まで)の計算関係書類 (計算書類、すなわち貸借対照表、事業活

動収支計算書、資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、重要な会計方針、その他の注記及

びその附属明細書をいう。以下同じ。)について監査を行つた。

私たちは、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会

計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び収支の状況を、全ての重要な′点

において適正に表示しているものと認める。

計算関係書類に対する監査意見の根拠

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における私たちの責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載され

ている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定に従つて、法人から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告書及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とさ

れていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を

監視することイこある。
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私たちの言1・算関係書類に対する監査意月′の対象にはその他の記載ぬ容は含まれて為ニンず、私

たち,まその他の記載 lブ lヽ容に対して意見を表明するtぅのではない。

計算関係書類の監査における私たらの責任は、そのlllJlの記載 l′

lヽ

l容を通読と′、通読ω過程にお

いて、その他の記載 l〉 lヽ蓉を計算関係書類又は私たちが監査の過程で得た知識との間
`工

重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載 l′ lヽ容イエ重要な誤

りのジと侯があるかどうか注意を払うことにある。

私たちは、実施と′た作業に基iδき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断と/た場合には、

その事実を報告することが求めら孝R,ている。

その独との記載内容に関t′ て、私たちが報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の黄雌

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠し

て計算関係書類を作成し適工に表示することにあ琺 これには、不正又は誤診による重要な虚偽

表示のない計算関係書類を作成し通正に表示するために理事者が必要と半ほ断したl夕 lヽ部統待1を整

備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算関係書類を作成

することが適勢であるかどうかを評鶴し、我が国 :こおいて一般に公工妥当と認められる学校法人会

計の基準に基づいて継続法人に関する事項を開示する必要がある場合には、当該事項を開示す

る責任がある。

監事の責任は、増
・
務報告プロセスの整備及び運用における囃事π)職務の執行方ど

メ監i観すること

にある。

計算関係書類の監査における監査人の責性

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不 11叉は

譲謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保識を得て、監査報告書において

独立の立場から計算関係書類 :こ対する意見を表りけ ることにある。虚偽表示は、不王叉は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国に痛いて ^般に公正妥当と認められる監査の基準に従つて、監査の踊程を

踊じて、職業的専「写家としての判断を行い、H設業的懐疑心を保持とノて以下を実施する。

・ 不二F又は誤謬による重要な虚偽表示ジスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示ジスクに

対応モ/た監査手続を立案し、実施する。監査手続の殺択及び適用 t攻監査人の判断による。さらに、

意見表日サlの基礎となる卜分かつ滋切な監査証棚を入手する。

こ計算関係書類の監査の日的は、内部統制の有効性について意比表日)lするためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際モノて、状況に応じた通切な監査手続を立案するために、監

査に関連する内部統制を検討するっ

。理事者が採用とィた会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行わ矛l,た会

計 佐の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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。理事者が継続法人を前す/欝と
、として計算関係書類を作成することfが通切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続法人の説推に重要な疑義#生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認めらオR′るかどうか結論付ける。継続法人の講提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書に溶いて計算関係書類の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する計算関係書類の注 l己事項が適切でない場合は、計算関係書類に対し′

て除外事項付意見を表明することが求められンている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査層正拠に基fδいているが、将来の事象や状況により、法人は継続法人として存統できなくな

る可能性がある。

。計算関係書類の表示及び注記事項が、我が圏において一般に公 i丘妥当と認められる学校法

人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、

構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適 iとに表示しているかどう

かを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査ヽ
/メ_,範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含 Iょう盤査上の重要な発見事項、及び監杏の基準で求められているその他の

事項について報告を行う。

<財注目録に対する意見>

財産日録に対する監査意見

私たちは、私立学校法第 86条第1項及び私立学校法施行規騨1第 24条に基づき、学校法人九

里学園正)令和 8年 3月 31日 現在の今和 7年度 (令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 3と 口まで)

の財産日録 (貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行つた。

私たちは、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において
一般に公正 :舞当と

認められる学校法人会計の基準に準拠 t/ており、貸借対照表と整合して作成されているものと認

める。

財産同録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産日録を、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の

基準に準拠するとともに、貸借対照表と整合 tノて作成することにある。

監事の責任は、財産用録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産日録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において 般`に公正妥当と認められる学校法人会計の

基準に準拠しており、貸借対照表と黎合モノているかについて意見を表明することにある。

茶H害関係

法人と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 L
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